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平成２６年８月２０日（水）県政記者クラブ配布資料 

担 当 課 担 当 者 電話番号 

防 災 課 救助・防災対策監 杉下尚 
内線 2742 

直通 058-272-1125 

 

登山届受理システム「コンパス」の活用に関する協定を締結します 

 

県では、登山届提出の義務化などを定める「岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に

関する条例」の１２月１日施行に向けて、指導体制の強化や広報啓発活動など、山岳遭難防止対策を

積極的に展開しています。 

この度、登山届の受理及び管理体制の更なる充実を図るため、公益社団法人日本山岳ガイド協会が

運営する登山届受理システム「コンパス」の活用に関する協定の締結式を下記のとおり行います。 

 

                    記 

 

１ 締結式の概要について 

日 時 平成２６年８月２７日（水）１０：４５～１１：００ 

場 所 岐阜県庁４階 第１応接室 

出席者 磯野
い そ の

剛
ごう

太
た

 公益社団法人日本山岳ガイド協会理事長 

      古田 肇 岐阜県知事 

 

２ 協定概要 

 ・県が登山届の提出を確認することを目的に、「コンパス」に登録された県内への登山者の登山届

を閲覧可能とするもの。 

 ・条例に規定する届出項目を満たすよう、「コンパス」の入力項目等に必要な改修を施すもの。 

  ※システムの運用や改修に伴う県の費用負担はなし 

 

３ コンパスについて 

 ・公益社団法人日本山岳ガイド協会が管理運営する登山届受理システム。平成２５年７月運用開始 

 ・インターネット上の地図を利用して登山ルートを作成し、必要項目を入力することで登山届の提

出が可能 

 ・簡単なユーザー登録で誰でも利用可能 

 

４ 他県における締結状況 

  長野県警（平成２５年９月協定締結）に次いで、本県は２例目。 

 

インターネットでの情報提供 

提供予定日 ８月２１日（木） 
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＜参考：公益社団法人日本山岳ガイド協会＞ 

○組織の概要 

・１９７１年４月設立された「社団法人日本アルパイン・ガイド協会」が前身。 

・２００３年には日本各地の山案内人組織や山岳ガイド組織が加盟している日本山岳ガイド連

盟と統合合併し、「社団法人日本山岳ガイド協会」に名称変更。 

・２０１２年３月２１日、公益法人制度改革に基づき、公益社団法人として認定され、内閣府

を主務官庁とする「公益社団法人日本山岳ガイド協会」に移行。 

○主な事業 

 ・山岳ガイドの養成、認定、研修 

 ・山岳スポーツにおける安全に関する調査、研究、普及、出版、指導 

 ・山岳の自然環境保護に関する調査、研究、普及、出版、指導 

 ・山岳スポーツ施設の管理運営 

 ・趣旨を同じくする諸国の山岳団体及び自然保護団体との交流 

○会員数 

１，３１８名（平成２６年７月１日現在） 

 


